
陳情第42号

力 山機

晟長 千葉 掟 様

2016年 1月 18ロ

ⅧiO子1,:fli:7T岬くらj[赫:偕
匈晰0隧8'1■808職

“
88:4■:61●■■

労鵬 間と解電の規制引 ヒを求める陳情

日ごろからのご奮聞しは り敬選を表しま,

さで 動 び

"…

されを路 を

"縣

あ に|ム1日 8町

"週

0晰 副以内の悧蜘 Hと安

定した卿■が

`更

でお 今 労働の現場では

―

 過鋼 や生体リズムを狂わせる申 刻鷺 常に

雇Л不表に苛まされる非勒 赫 リイン

“

,国産を損なうメψ饉を籠ちませ′
^『

迎
"元

等防止
"瞬

調Ы彗苺

の

“

た後もなヽ 過労死や遇労自級する人力餞

“

する事態にあり そこからの脱却¨

こうし駅  労鰤 質の働制を緩和し 極 動 を広げるなど言警譴詢Ⅲ

“

た ,求 められ

ているのiよ 動 健康を無視した働き方 饉かせ方や不安定嘔円●慣月を期
"し

 労働嘲罰短縮と安定tフ室

用を実現するための法制

“

の瓢指で,男 螂 にヽ働き 子を産み育てられる社会を実現するため下記のM

実現力球められると者えまつヽ

こうしたことを踏まえ 貴議会において国に向けた意見書を採択しては だきたく お願い申し上げま,

記

l 捌動基準漱の改正において

'よ

『拗動

"両

畑制の赫 陸外の曲   (高度プロフェッショナ)同

“

や 最 量

封動制の対象
"大

手続き曖咄は行わ■ 卿t蘭 迪密効

“

■
`ロ
トリズムを昴 せるim飾 1鉤動について

∫規11闘口 を図ること

2 期間の定めのない直拗コリの力勁喫約を廂 1とする社会をめぎし 効勁者派遣法を早急lこ女工すること

改正に当たり派遣効勁は臨時1,一時的かつ

`1,llの

高い業務に限定し工社員との均等待遇を保障すること

3 解雇の肇 鐵藤 奮帽 よと解雇しやす|“榊みづくりの櫛村lt●上し晦 の4翌性な細 ヒするなと

澤断諄副制を証け ること

1絆 、
以上

・●Iヽ ■ ,「 プ
‐   |   '


